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［事業の概要］
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平成１９年度事業費

　町村

内　　　　　　　　　　　　容
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　労働団体 3,803 0.3

11.1

　労働者が労働金庫等から融資を受ける場合，当協会

29整理番号

［法人の概要］

出資法人等経営評価書（公益法人会計用）

平成１9年７月１日現在

　

　

財団法人茨城県労働者信用基金協会

設　立
目　的

　茨城県下の労働者の相互扶助精神を基調として，組織労働者と比較して信用力等に不利な状況にあ
る未組織労働者が，労働金庫等を利用する場合，当協会がその信用力を補完することにより，労働者
の経済的地位の向上と生活の安定を図ることを目的として県・市町村・労働福祉事業団体等の出捐金
をもとに設立された。
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が金庫に対して債務の保証を負担することにより，組
織・未組織を問わず信用力が高まり，多くの県民労働者
が融資を受けることができる。
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［収支の状況］ 　

収入合計

支出合計

当期収支差額
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財団法人茨城県労働者信用基金協会
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［平成１８年度の補助金等の目的・内容等］
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［評点集計］

健全性 11

組織運営の適正性

評価の視点

計画性

目的適合性

4
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4
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8
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8
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8
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公益法人会計用
財団法人茨城県労働者信用基金協会

警　戒　指　標
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得点率
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75.0%

効率性

合計

38 40

28

98
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63
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計画性

64.3%

95.0%

21.4%

経営目的，経営方針が各種計画に
反映され，計画・実行・見直しが行
われているか

法人が行っている事業と当初の設
立目的が適合しているか

《評価の視点》

組織運営の
適正性

目的適合性

法人の財務体質が健全であるか，
また，各事業の採算性がとれてい
るか

健全性

組織，人事，財務等の内部管理体
制が適切に整備・運用され，かつ情
報公開による透明性の確保が適切
か-200%

-150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

計画性

目的適合性効率性

経営評価レーダーチャート

 
 

今後の事業展開の方向

目的適合性 組織運営の適正性
中期経営計画（３ｶ年）に
沿って，単年度計画の事
業推進を図って行く。

勤労者の経済的地位
の向上を図るため，勤
労者の金融面におけ
る債務の保証を行うこ
とにより，福祉事業の
一環として，社会的使
命を担って事業の展開
を図って行く｡

事業達成に向けて，
目標を月次で管理
し，職員意識の高揚
を図るとともにコンプ
ライアンスの重視，個
人情報保護を基本と
した組織の運営を
図って行く｡

求償権管理回収の効
率を上げるため，人的
対応等を検討して参り
ます。

［法人の自己評価（経営概況，経営上の課題・対策等）］

る

組織の管理運営上における人的・
物的な経営資源が有効活用されて
いるか

各評価項目については，「出資法人等
経営評価指標及び評価基準等」を参照

効率性

出損団体と連携し経営拡大を図り，健全経営に徹した事業運営を行っていきます。今後，
公益法人改革の動向を踏まえ，適切な判断の上対応するとともに新会計処理基準による
システムの導入を検討して参ります。

健全性計画性 効率性
将来的損失の引当を
行う他，収支改善に
より毎年経常利益を
計上し基本財産の上
積みを図って事業の
安定に努めていま
す。

組織運営の適

正性
健全性
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［法人を担当する課の意見］

　平成18年以降，公益法人制度改革の動向を受けて，全国団体である（社）日本労働者
信用基金協会連合会（略称全国労信連）と各県の労働者信用保証協会は，統合を含む
組織見直しを行うことになるので組織のあり方について検討してゆく。
○　公益法人制度改革関連法を受けて，上部団体である全国労信連としての制度改革
　への対応の基本スタンスは「公益性の認定に向けて取り組む」ことを確認しているが
当協会の組織のあり方については公益法人制度改革の動向を受けて検討する。
○　求償権の回収率は他単協に比して平均を下回っているが，これは茨城労信協の
　求償権残高割合に占める無担保保証比率が高いという特徴によるものであるが，今後
　とも回収体制を強化し代位弁済による求償権及び償却求償権の回収増に努める。
○　督促請求については，長期延滞社に対する自宅訪問並びに法的手続きによる回収
　等により回収強化を図り，年間目標の達成に向けて取り組んでいく。

効率化・省力化及び
経費の節減等を図る
とともに　求償権管理
回収事務の一層の効
率化が必要と考える。

　組織は，適正に運
営されていると考え
る。
　中期計画及び単年
度計画の事業達成に
向けて，目標管理と，
職員意識の高揚を図
るとともにコンプライ
アンスの重視，個人
情報保護を基本とし
た組織の運営を図っ
て行く必要がある｡

計画性 効率性健全性組織運営の適正性目的適合性

取組内容等

　中期経営計画に基づき，
適正に事業運営が行われ
るよう，指導していく。

　多くの勤労者が利用
しており，福祉事業の
一環として，社会的使
命を担って事業の展開
を図っていくという目的
に合致していると考え
る。

　自己破産の増加等
に伴い，代位弁済も
増加する中，中期経
営計画に基づきより
安定的な事業運営を
行っていく必要があ
ると考える。

改
革

計
　
　
　
画

取
 

組
 

状
 

況

平成１８年度

・債権回収額　３，６１８万円
　債権回収件数
　Ｈ１７：２，３１３件　→　Ｈ１８：２，５３３
件

平成１９年度 平成２０年度

○健全経営への取り組み
・年度目標設定による求償権及び償却
求償権回収の強化
回収目標　４，５００万円

　当法人は未組織労働者への融資に対して債務保証を行っており，現在新規保証件数・額
ともに安定的に推移し黒字経営が続いており各種経営指標も全て基準を上回っている。
　また，類似団体に比して劣るとされる求償権の回収率であるが，代位弁済の支払い能力
の指標である代弁能力係数は前年度に比して０．２５Ｐ向上し　４．７２Ｐとなり財務体質は
向上している。
　一方，代位弁済額は増加傾向にあり，破産宣告等の増加により求償権回収業務が以前
より困難さを増しているが法的手段（給与差押え等）の活用など尚一層努力する必要があ
ると思われる。
　公益法人制度改革を受けた(社)日本労働者信用基金協会との組織のあり方などについ
ては，関係団体と連携をはかりながら適切な対応に努められたい。

○方向性の検討
・上部団体との調整・公益法人認
定手続き作業
○健全経営への取り組み
・年度目標設定による求償権及び
償却求償権回収の強化

○方向性の検討
・上部団体との調整・公益法人
認定手続き作業
○健全経営への取り組み
・年度目標設定による求償権及
び償却求償権回収の強化

法人担当課の意見

- -

革
工
程
表
等
の
取
組
状
況
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［総合評価］

総合的所見等

概ね良好 改善の余地がある 緊急の改善措置が必要

　保証債務の新規取扱件数及び残高ともに計画目標を達成し，黒字経営を継続している。
債務の保証ニーズは高く，未組織労働者の生活の安定に寄与している。
　代弁能力計数が高くなり財務体質は向上しているが，代位弁済額は増加傾向にあり，ま
た，求償権の回収には厳しいものがあることから，今後とも回収事務の効率化，体制強化
を図り，その回収に努められたい。
　なお，公益法人制度改革を踏まえた(社)日本労働者信用基金協会との関係を含め組織
のあり方などについては，引き続き関係団体と連携を図りながら適切な対応に努められた
い。

  代位弁済に備えた支払い能力は高く，財務体質は向上しているものの，代位弁済額は増

目的適合性 組織運営の適正性 健全性 効率性取組みを強化すべき視点 計画性

から県民のみなさまへ＞

　 (財)労働者信用基金協会は，中小企業に働く勤労者が労働金庫から融資を受ける時の信用保証機関です。「生活資
金」「教育資金」「住宅資金」融資等の信用保証を通じて勤労者の方々の経済的地位の向上に取り組み，暮らしを応援
しております。
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         平成２０年２月　　理事長　武藤　賢治

総合的所見等
に係る対応

  代位弁済に備えた支払い能力は高く，財務体質は向上しているものの，代位弁済額は増
加傾向にあることから，融資時の金融機関における信用調査等の徹底を図るとともに，当
法人においても，法的整理を含め，回収体制を強化し代位弁済による求償権及び償却求
償権の回収増に努めるよう指導していく。
　組織のあり方については，公益法人制度改革の動向を受けて，関係団体と連携を図りな
がら検討を行うよう指導していく。

＜ 財団法人茨城県労働者信用基金協会
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